
　令和７年度熊本市の後期高齢者医療会計の補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ19,934千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

　歳入歳出それぞれ13,462,787千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

　金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第２条　債務負担行為の追加は、「第２表　債務負担行為補正」による。

議 第 252 号

令 和 7 年 11 月 28 日 提 出

熊 本 市 長 大 西 一 史

令和７年度熊本市後期高齢者医療会計補正予算
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第１表　歳入歳出予算補正　　　　　　　　（歳　　　　入）

 2,966,498 10,534 2,977,032

10 一般会計繰入金 2,966,498 10,534 2,977,032

 273,179 9,400 282,579

40 雑    入 257,979 9,400 267,379

  合　　　計 13,442,853 19,934 13,462,787

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（歳　　　　出）

 518,130 19,431 537,561

10 総務管理費 496,385 10,731 507,116

20 徴 収 費 21,745 8,700 30,445

 244,464 503 244,967

10 健康保持増進事業 244,464 503 244,967

   費

  合　　　計 13,442,853 19,934 13,462,787

30 繰 入 金

   

       歳　　　入

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

50 諸 収 入

   

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

       歳　　　出

10 総 務 費

   

30 保健事業費
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第２表　債務負担行為補正
（追加分） （単位：千円）

（令和７年度分）

事　　　　　項 期　　　　間 限　度　額

税制改正に伴う保険料系システム改修
業務委託

令和7年度～令和8年度 32,400

令和8年度～令和9年度 28,300
総合行政事務センター運営経費
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